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　近年、外国の商標が中国では出願・登録されていないことを奇貨として、第三者が先に当該商標を出願・登録する事例（いわゆる「冒認出願」）が中国において大きな問題となっています。

日本貿易振興機構北京代表処（JETRO北京センター）は、2008年6月、中国における冒認出願に対応すべく、中国の商標制度や手続き等に関する詳細なマニュアルを作成するとともに、個別の相談に対応するための相談窓口を設置いたしました。その後、「知的財産推進計画2008」においても、「我が国の地名や著名商標等が保護されるよう制度改善を働き掛ける」ことが重点項目とされています。
今般、JETRO北京センターが上記対策を講じた2008年6月以降、当該問題に関する進展及び現状について報告いたします。
また、中国における冒認出願の状況は常に変化しており、継続した調査が必要です。そこで、2008年度も日本の都道府県名・政令都市名・地域団体商標が中国において既に商標出願されているかどうかの調査を実施いたしましたので、その結果概要を報告いたします。

１　JETRO北京センターによる対策公表後の進展及び新たな対策
２　2008年度　中国における日本の地名等に関する商標登録出願の調査　～都道府県名・政令都市名・地域団体商標～
　なお、「中国商標権冒認出願対策マニュアル　2009年改訂増補版」の作成、「2008年度　中国における日本の地名等に関する商標登録出願の調査」は、ともに特許庁からの委託を受け、実施いたしました。

JETRO北京センターによる対策公表後の進展及び新たな対策

１　対策公表後の進展
（１）地方自治体等

　地方自治体等向けセミナーの開催、地方自治体等との意見交換及び相談を実施することにより、地方自治体職員等に対して中国商標制度の理解を深めることができました。また、新聞報道等によれば、中国へ商標登録出願する地方自治体、第三者による商標登録出願に対する異議を申し立てた地方自治体等が下記の通り現われています。
1 中国へ商標登録出願している地方自治体等

　　青森県、山形県、新潟県、岐阜県、福岡県、長崎県、沖縄県工業連合会
松阪市

2 第三者による商標登録出願に対する異議を申し立てた地方自治体等

　　青森県
、鹿児島県、松阪市

（２）中国政府機関
　知的財産権保護官民合同訪中代表団
及び日中商標長官会合
等あらゆる機会を活用し、中国国家工商行政管理総局及び商標局に対して、日本の地名等に関する商標登録出願の問題を指摘しました。これに対して中国商標局より、日本の地名等の出願については法律に基づいて厳格に判断を行い、悪意に基づく出願に対しては厳正に対処する旨回答がありました。中国においても、新華社発行「参考消息」
において本問題が報道されており、中国政府機関における本問題への関心の高さがわかります。
　その後、中国商標局の審査において、日本の地名に関する商標出願が拒絶される事例が現われており、中国政府機関への働きかけが功を奏したものと思います。

２　新たな対策
中国における冒認出願は地名や地域ブランドに限らず、氏名やキャラクター等においても同様の事例が散見されます。中国ビジネスに支障を来すと判断される場合には、これら冒認出願について対策を講じる必要があります。
JETRO北京センターでは、2007年度に「中国商標権冒認出願対策マニュアル」を作成しました。2008年度は、地名に関する冒認出願への対策を詳細に記載すると共に、氏名及びキャラクター等における冒認出願を新たに対象とした「中国商標権冒認出願対策マニュアル　2009年改訂増補版」を作成し、2009年6月10日に公表いたしました。
３　相談窓口

昨年6月9日より、中国における日本の地名等の冒認出願に対する対策の一環として、中国での商標制度の解釈や、出願・審判・訴訟等の手続きについて、現地法の専門家による特別相談窓口を設置し、電話・メールによる個別の御相談に対応してきました。この特別相談窓口は今年度も引き続き開設しています。
ジェトロ北京代表処　「冒認商標問題相談窓口」

　　　　　　　　　　担当：谷山、秋葉

連絡先：+86-10-6528-2781
メールアドレス：post@jetro-pkip.org
2008年度　中国における日本の地名等に関する商標登録出願の調査

～都道府県名・政令都市名・地域団体商標～

１　目　的 

日本の都道府県名・政令都市名・地域団体商標が、中国において既に商標出願されているかどうかの調査を実施し、出願の傾向等を分析する。

２　調査方法 

（１）中国国家工商局商標局ウェブサイト｢中国商標網｣ を使用。調査は2008年11月に実施し、一部の出願については2009年6月に再調査を行った。
（２）都道府県名、政令都市名

①「中国商標網」における商標総合検索機能（商标综合查询）を使用。
②商標名称（商标名称）の項目に各都道府県名または政令都市名を入力。
③入力したものと同一のものを検索（精确）。
（３）地域団体商標検索

①「中国商標網」における商標総合検索機能（商标近似查询）を使用。
②検索対象商標は日本特許庁ウェブサイトに掲載された地域団体商標（2008年10月16日付：407件）。

③対象商標の国際分類番号(国际分类号)を入力。
④検索方式（查询方式）を漢字（汉字）に設定。
⑤対象商標（查询内容）をピンインで中国簡体字に変換して入力（平仮名、片仮名は入力せず。アルファベットはそのまま入力）。
⑥自動検索（自动查询）を実施。
３　調査結果 

（１）都道府県・政令指定都市（2007年度に引き続き、第2回目の調査）

都道府県及び政令指定都市の漢字名称だけで構成される文字商標（図形を用いた商標は除外）であって、ピンイン・平仮名の読みを付記しているものを含む商標を対象として調査した。

既に無効となった商標出願を除き、47都道府県名のうち27の名称において、また政令指定都市では2つの名称において、日本の都道府県名及び政令指定都市名等とほぼ同一の商標出願が確認された
。また、このうち既に登録済みとなっている出願を有するものは、21の府県及び2つの政令指定都市である
。

	＜出願されている都道府県名＞

北海道、青森、宮城、秋田、福島、群馬、千葉、富山、石川、福井、長野
岐阜、愛知、三重、京都、兵庫、和歌山、広島、山口、徳島

愛媛、高知、福岡、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島

＜出願されている政令都市名＞

川崎、浜松


· 下線は、日本の都道府県名及び政令指定都市名とほぼ同一の商標出願が全て未登録のもの。異議申立中、取消裁定中の案件を含む。
· 網掛けは、2008年度調査により新たに発見されたもの。

また、2008年11月と2009年6月に2度調査を行い、都道府県名とほぼ同一の商標登録出願（一部）の審査状況を確認したところ、下記府県の名称の商標登録出願に変化があった。
	＜新たに拒絶された都道府県名＞

長野、静岡、京都、奈良、広島、香川、福岡、鹿児島

＜新たに異議が申し立てられた都道府県名＞

　福島


（２）地域団体商標（2007年度に引き続き、第2回目の調査）

2008年10月16日時点で登録されていた地域団体商標（407件）だけで構成される文字商標（図形を用いた商標は除外）であって、ピンイン・平仮名の読みを付記しているものを含む商標を対象として調査した。

	①中国企業による出願

「九谷焼」（登録済み。2001年9月出願。2003年1月登録）

「美濃焼」（登録済み。2004年6月出願。2007年4月登録）

　　「南部鉄器」（未登録。2007年9月3日出願）

②日本企業等による出願

　　「加茂桐箪笥」

加茂商工会議所からの出願（未登録。2005年8月出願）。日本の地域団体商標の権利者は加茂箪笥共同組合。

　　「知覧茶」

日本企業からの出願（未登録。2007年9月出願）。日本の地域団体商標の権利者は南さつま農業共同組合。

③日本の権利者が関与した出願

「本場奄美大島紬」

日本の地域団体商標の権利者である本場奄美大島紬協同組合からの出願（登録済み。1989年11月出願。2000年11月登録）。

「松阪牛」及び「松阪肉」

松阪市の依頼により同市内の中国進出企業により出願（未登録。2006年5月出願）

　　「飛騨の家具」及び「飛騨・高山の家具」

日本の地域団体商標の権利者である協同組合飛騨木工連合会からの出願（未登録。2007年3月出願）。

「関の刃物」

日本の地域団体商標の権利者である協同組合岐阜県刃物会館からの出願（未登録。2007年12月出願）。

　　「琉球泡盛」

日本の地域団体商標の権利者である沖縄県酒造組合連合会からの出願（未登録。2007年10月出願）。


なお、地域団体商標の権利者以外の者から出願された場合であっても、必ずしも冒認出願ということではない。

（３）その他

地域団体商標の調査中、商標出願「こんぶまき　昆布巻」（未登録。中国企業により、2005年6月17日出願）が発見された。「こんぶまき」「昆布巻」という一般名称が中国において独占されるおそれがあり、今後、注意が必要。
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� 青森県等による異議申立は、2007年12月～2008年3月にかけて、異議申立が成立している。


� 2009年2月12日、高市経済産業副大臣及び中村パナソニック会長を団長とする訪中代表団が中国国家故障行政管理総局を訪問し、付双建副局長（副大臣級）と面談。


� 2009年1月8日、鈴木特許庁長官が中国国家工商行政管理総局を訪問し、付双建総局副局長（副大臣級）及び李建昌商標局長とそれぞれ面談。


� 2008年8月5日報道。


�　2007年度調査では、既に無効となった商標出願を除き、47都道府県名のうち27の名称において、また政令指定都市では3の名称において、日本の都道府県名及び政令指定都市名等とほぼ同一の商標出願が確認された。


�　同じく2007年度調査において、既に登録済みとなっている出願を有するものは、20の府県及び1の政令指定都市であった。
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